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2024年！第８次医療計画、
　トリプル改定と
          医薬品卸の対応

なく、一部補助金が出たくらいです。赤字を補填
するには、収益を増やすか、コストを見直すしか
ありません。収益を上げるため、あるいは費用を
見直すためには、医薬品の価格や在庫管理の見直
しが必要になります。
2021年度と2022年度は、ともにコロナ禍でした
が赤字の内容が少し違います。2022年度は補助金
が出ても、経常利益はマイナスになっています。
つまり、補助金では赤字を補填できないというこ
となのです。そのため、私は医療機関から、まず
費用を見直す前に、収益を何とか上げる方法はな
いのかとの相談を受けています。

●コロナ禍での診療報酬算定の実態
このテーマの前に、新型コロナウイルス感染症
で何が起こったのかについてお話しします。日本
で新型コロナウイルス感染症が始まったのは2020
年２月ぐらいで、診療報酬改定を間近に控えてい
ました。しかしながら、医事課は新型コロナ対応
に追われ、診療報酬自体をしっかり算定できない
状況にありました。
また、算定情報の伝達も、コロナ禍でオンライ
ンセミナーが主体でした。オンラインセミナーで
は、例えば電話が鳴るとその対応をしなければな
らず、なかなか集中できません。結果的に、診療
報酬自体が熟知されませんでした。赤字を補うた
めの診療報酬が設定されていたものの、現実的に
算定されていなかったのです。ですから、医薬品
卸の皆さんには、医療機関の訪問の際に算定情報
を伝えていただけると有難いと思います。

●マイナ保険証の本格活用
課題２は、「マイナ保険証の本格活用と医療DX
の推進」です。医療DXの推進によって危惧される
ことや、国が何を考えているのかについてお話し
します。そこでは、少ない処方薬を評価する仕組
みが導入される可能性があるということです。
まず、オンライン資格確認が始まったものの、
なかなかうまくいかず問題になっています。始
まったばかりだからスムーズにいくはずはないと
見ている向きも多いかと思いますが、保険証代わ

りにするだけでなく、マイナンバーカードの本来
の目的は何なのかを説明します。
マイナンバーカードの診療報酬は、どういう仕
組みになっているでしょうか。いまは特例措置の
状況ですが、保険証利用のマイナンバーカードを
提示すると、医療機関はマイナンバーカードから
様々な情報を入手することができます。その情報
を入手することによって、質の高い医療につなげ
ていくことが本来の目的です。
ですから、マイナンバーカードの診療報酬につ
いて特例措置で説明すると、マイナンバーカード
を持ってきてもらわないと情報を入手できないの
で、持ってこなかった患者さんには初診で６点の
診療報酬が請求されます。一方、マイナンバーカー
ドを持っていくと請求される診療報酬は２点です。
ただ、マイナンバーカードを持っていくと医療機
関はマイナンバーカードを通じて様々な情報を入
手しても良いかを、必ず患者さん本人に確認しな
ければなりません。持ってきたけれども情報は提
供したくない患者さんは、持ってこなかった患者
さんと同じ点数を請求されることになります。

●マイナ保険証で閲覧可能な情報
マイナンバーカードを通じて質の高い医療につ
なげるために入手できる情報は、特定健診の結果
です。例えば、初めて行った医療機関でも、マイ
ナンバーカードがあれば、３年前から血圧が高い
とか、肝機能に問題があったことなどが分かりま
す。服薬履歴や喫煙の情報も分かります。通常は
患者さんへの問診でしか分からない情報が、確実
な形で得られるわけです。
さらに薬剤情報では、どこの医療機関や薬局に
おいて、どういう薬が、いつ調剤されたかという
情報が、2021年９月以降、３年分閲覧可能になり
ます。医療機関の病名にはレセプト病名がありま
すが、薬剤情報としては当てにならないところが
あります。しかし、薬剤情報では確実に症状や、
どういう薬が処方されているかが分かり、その患
者さんがどういう病気で、どういう症状を持って
いるのかが分かるのです。
それ以外にも、診療情報があります。これは
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医療機関の経営状況と医療DXの推進

●悪化している医療機関の経営状況
本日は、2024年の診療報酬改定の予測と対応に
ついて重点的にお話ししたいと思います。早速、
懸念される課題を８つに分けてお話しします。
課題１は、「医療機関経営実況調査より医療機関

の経営状況」です。コロナ禍で外来患者さんが減
少し、稼働率が悪化しました。しかも、水道光熱
費の高騰や物価高も加わり、いま、医療機関の経
営は極めて厳しい状況です。
全日本病院協会や日本病院会などの資料では、
2022年度の水道光熱費は2021年度の約1.5倍になっ
ています。しかし、その赤字を埋める診療報酬は
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定と医薬品卸の対応」をテーマにお話しいただいた。
　酒井氏は、医療機関から相談を受けている実例などを含めながら「医療機関の経営状況」、「マ
イナ保険証の本格活用と医療DXの推進」、「医師の働き方改革」、「2040年版地域医療構想の変化」
など、懸念される８つの課題を提示。それぞれの実状や問題点を説明しながら対応策を解説した。
また、改定される診療報酬項目には医療機関が生き残るためのヒントがあるとし、多忙で診療報酬
改定の情報を熟知していない医療機関に対して医薬品卸が正確な情報を提供してほしいと訴えた。
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いて特例措置で説明すると、マイナンバーカード
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で、持ってこなかった患者さんには初診で６点の
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ドを持っていくと請求される診療報酬は２点です。
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関はマイナンバーカードを通じて様々な情報を入
手しても良いかを、必ず患者さん本人に確認しな
ければなりません。持ってきたけれども情報は提
供したくない患者さんは、持ってこなかった患者
さんと同じ点数を請求されることになります。

●マイナ保険証で閲覧可能な情報
マイナンバーカードを通じて質の高い医療につ
なげるために入手できる情報は、特定健診の結果
です。例えば、初めて行った医療機関でも、マイ
ナンバーカードがあれば、３年前から血圧が高い
とか、肝機能に問題があったことなどが分かりま
す。服薬履歴や喫煙の情報も分かります。通常は
患者さんへの問診でしか分からない情報が、確実
な形で得られるわけです。
さらに薬剤情報では、どこの医療機関や薬局に
おいて、どういう薬が、いつ調剤されたかという
情報が、2021年９月以降、３年分閲覧可能になり
ます。医療機関の病名にはレセプト病名がありま
すが、薬剤情報としては当てにならないところが
あります。しかし、薬剤情報では確実に症状や、
どういう薬が処方されているかが分かり、その患
者さんがどういう病気で、どういう症状を持って
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やすことも加算の対象になります。要するに、看
護師と薬剤師が話し合って医師に処方提案を行う
ことを評価した加算が100点ということなのです。
この薬剤総合評価調整加算では、減らすだけでな
く増やした場合も対象になることが、意外と知ら
れていません。さらに退院時に薬が減ると、薬剤
調整加算としてプラス150点になります。ただ、多
くの医療機関で算定されていないのが実状です。
外来では、処方箋料の加算があります。これは
７種類以上の薬の投与を行った場合と、６種類以
下に抑えた場合の処方箋量が違うなどの要件があ
ります。医薬品卸の皆さんには、このような処方
薬を評価する仕組みの情報を医療機関に提供して
いただけたらと思っています。

●かかりつけ医連携薬剤調整加算
また、介護老人保健施設（老健）での薬を少な
くすると加算があります。老健では、薬はもとも
とマルメで、単価も低くなっています。ですから、
老健では薬をできるだけ調整して少なくすること
が行われていますが、実は2021年の改定後、かか
りつけ医連携薬剤調整加算が設定されました。
どういう内容かというと、加算Ⅰは、薬を見直
す可能性があることを老健に入る前に診ていたか
かりつけ医に説明し、また、患者さんの退所時に
入所中の患者さんの薬剤情報をかかりつけ医に提
供すると、それが評価されて100単位になります。
加算Ⅱでは、老健で入所患者さんにどういう薬が
提供されているかのデータを厚生労働省に提出す

ると240単位になります。加算Ⅲでは、退所するま
でに内服薬を１種類以上減少させると加算される
ものです。事前に承諾を得てデータを提出する手
間が加わりましたが、薬を１種類減らすことがで
きれば100単位になります。
つまり、かかりつけ医連携薬剤調整加算では、
ⅠとⅡとⅢを行えば、100単位＋240単位＋100単位
が加算されるわけです。しかし、コロナ禍の中で、
その加算のことを把握していない施設があると思
われますので、医薬品卸の皆さんにアナウンスし
てもらえればと思っています。

医師の働き方改革

●各水準指定と適用を受ける医師
課題３は、「医師の働き方改革」です。すなわち
勤務医の労働時間短縮です。それに伴って、医師
の勤務シフトが変わり、効率的・効果的なロケー
ションを考えなければならないことになっていま
す。それに伴って、医薬品卸の皆さんも、医師と
のコミュニケーションをどのように図っていくか
が課題になっているのではないでしょうか。
この医師の労働時間は、医療機関や医師によっ
て上限が異なっています。基本は960時間ですが、
他の医療機関などに派遣されている医師等の場合
は連携Ｂとなり1860時間です。また、業務によっ
て、例えば、手術を行う医師など集中して長い時
間働くことがある可能性がある医師はＢとなり、
1860時間以下になります。
研修医や専攻医などはＣ－１、特定の高度な技
能の修得のための業務を行う医師などはＣ－２で
1860時間以下になります。医療機関は、該当する
医師がいれば届け出を行い、例えば、連携Ｂとし
て管理していくことになります。ただ、この届け
出を行った医療機関のすべての医師がこの時間に
なるのかというとそうではありません。実際にそ
の業務を行っている医師だけに適用されます。
このように医師の労働時間が制限されると、医
薬品卸の皆さんはコミュニケーションが難しくな
ると思われるかもしれませんが、実は急性期の病
院の中には常勤の医師に夜勤をしてもらわなくて

第８次医療計画について解説する酒井氏
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2022年６月以降ですが、放射線治療やCT、MRI検
査の数、どこで撮影したのか、病理診断検査を行っ
たのかといった情報も入手できます。
そのほか、どこでどういう指導が行われている
のかという患者さんの受診情報、過去の診療情報
が閲覧できます。例えば、高血圧で一時的に治療
を行っていたけれど、この１年間は治療していな
いといったことも分かるわけです。
そういった、初診の患者さんからの口頭による
情報だけでなく、様々な情報から診察することが
できます。

●電子処方箋のメリット
処方箋に関しては、医師の処方箋が調剤薬局へ
行き、重複や併用禁忌の処方があった場合は薬局
から医師へ情報を確認する流れでした。しかし、
調剤薬局は患者さんにどこでどういう薬が出され
ているかをすべて知っているわけではないので、
限られた情報の中での対応でした。それに対し、
電子処方箋が出され、それが電子処方箋管理サー
ビスへ行くという仕組みになれば、患者さんのす
べての服薬情報が照会できるようになるので、重
複投与や禁忌情報を知ることができます。一つの
調剤薬局の情報ではなく、現在、その患者さんが
服薬しているすべての医療機関の薬の情報が分か
るようになるわけです。
こうした情報は、いままではレセプトに基づい
ていたので、昨日処方された薬の情報は分かりま
せんでした。医療機関は翌月10日までにレセプト
を出すので、今月出された薬の情報は分かりませ
んでした。
しかし、電子処方箋の管理サービスであれば、
処方箋情報はその日に反映されるので、例えば、
午前中に電子処方箋が出された薬の情報も把握で
きます。このサービスが進むことによって、重複
投与が防げるようになり、医師も確実に患者さん
にどういう薬が出ているかを把握して診療するこ
とができるようになると期待されています。

●患者データの集約・活用状況
このように、患者さんや担当医が患者さん本人

の過去の診療や投薬の履歴を参照することが可能
になれば、質の高い医療につながります。
加えて、医療DX利活用等による医療費適正化と
いうねらいがあります。患者さんの処方箋情報を
リアルタイムに把握することが可能になり、重複
投薬や重複検査を防ぐことができれば、薬や検査
の削減につながるからです。実際、他の国ではう
まく機能しており、例えば、韓国では審査支払機
関による適正化が行われています。

●薬剤総合評価調整加算
もっとも、以前から少ない処方薬を評価する仕
組みは設定されていました。まず、入院基本料等
加算を説明します。
いま、ほとんどの病院・病棟では薬の包括化が
進んでいます。これは、マルメ（包括点数）とい
うものです。ただし、薬剤総合評価調整加算は、
ほぼすべての病棟で出来高です。対象者は、入院
前に６種類以上の内服薬が処方されている患者さ
んです。そういった薬をたくさん処方されている
患者さんは、まず薬剤師が持ち込み薬のチェック
を行います。持ち込み薬は基本的にそのまま服用
することになると思いますが、出された薬の中に
は、要らないのではないかと思われる薬や薬が効
き過ぎているとか逆に効いていないとかが確認さ
れる場合があります。また、睡眠導入剤が処方さ
れているのでよく寝られるようになるとか、この
薬を服用すると転倒のリスクが高くなるといった
ようなことを看護師が把握していくわけです。
そして気になることがあれば、看護師は医師で
はなく、まず薬剤師に相談します。つまり、こち
らの薬に変えたほうが良いのではないか、あるい
はもう少し量を減らしても良いのではないかと話
し合うわけです。
実は、薬剤総合評価調整加算の「総合」とは、
多職種を意味しています。つまり、薬剤師と看護
師で話をして調整する、その後、医師に提案する
と加算されるというものなのです。調整の結果、
薬を減らすことができれば100点加算されます。一
方、量を減らすことだけでなく、同じ効能の別の
薬に変えることも加算の対象になり、実は薬を増
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やすことも加算の対象になります。要するに、看
護師と薬剤師が話し合って医師に処方提案を行う
ことを評価した加算が100点ということなのです。
この薬剤総合評価調整加算では、減らすだけでな
く増やした場合も対象になることが、意外と知ら
れていません。さらに退院時に薬が減ると、薬剤
調整加算としてプラス150点になります。ただ、多
くの医療機関で算定されていないのが実状です。
外来では、処方箋料の加算があります。これは
７種類以上の薬の投与を行った場合と、６種類以
下に抑えた場合の処方箋量が違うなどの要件があ
ります。医薬品卸の皆さんには、このような処方
薬を評価する仕組みの情報を医療機関に提供して
いただけたらと思っています。

●かかりつけ医連携薬剤調整加算
また、介護老人保健施設（老健）での薬を少な
くすると加算があります。老健では、薬はもとも
とマルメで、単価も低くなっています。ですから、
老健では薬をできるだけ調整して少なくすること
が行われていますが、実は2021年の改定後、かか
りつけ医連携薬剤調整加算が設定されました。
どういう内容かというと、加算Ⅰは、薬を見直
す可能性があることを老健に入る前に診ていたか
かりつけ医に説明し、また、患者さんの退所時に
入所中の患者さんの薬剤情報をかかりつけ医に提
供すると、それが評価されて100単位になります。
加算Ⅱでは、老健で入所患者さんにどういう薬が
提供されているかのデータを厚生労働省に提出す

ると240単位になります。加算Ⅲでは、退所するま
でに内服薬を１種類以上減少させると加算される
ものです。事前に承諾を得てデータを提出する手
間が加わりましたが、薬を１種類減らすことがで
きれば100単位になります。
つまり、かかりつけ医連携薬剤調整加算では、
ⅠとⅡとⅢを行えば、100単位＋240単位＋100単位
が加算されるわけです。しかし、コロナ禍の中で、
その加算のことを把握していない施設があると思
われますので、医薬品卸の皆さんにアナウンスし
てもらえればと思っています。

医師の働き方改革

●各水準指定と適用を受ける医師
課題３は、「医師の働き方改革」です。すなわち
勤務医の労働時間短縮です。それに伴って、医師
の勤務シフトが変わり、効率的・効果的なロケー
ションを考えなければならないことになっていま
す。それに伴って、医薬品卸の皆さんも、医師と
のコミュニケーションをどのように図っていくか
が課題になっているのではないでしょうか。
この医師の労働時間は、医療機関や医師によっ
て上限が異なっています。基本は960時間ですが、
他の医療機関などに派遣されている医師等の場合
は連携Ｂとなり1860時間です。また、業務によっ
て、例えば、手術を行う医師など集中して長い時
間働くことがある可能性がある医師はＢとなり、
1860時間以下になります。
研修医や専攻医などはＣ－１、特定の高度な技
能の修得のための業務を行う医師などはＣ－２で
1860時間以下になります。医療機関は、該当する
医師がいれば届け出を行い、例えば、連携Ｂとし
て管理していくことになります。ただ、この届け
出を行った医療機関のすべての医師がこの時間に
なるのかというとそうではありません。実際にそ
の業務を行っている医師だけに適用されます。
このように医師の労働時間が制限されると、医
薬品卸の皆さんはコミュニケーションが難しくな
ると思われるかもしれませんが、実は急性期の病
院の中には常勤の医師に夜勤をしてもらわなくて

第８次医療計画について解説する酒井氏
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とで得られる報酬です。例えば、入院中に薬を飲
みたがらなかったり、薬に対する理解が浅かった
りする患者さんに関し、家族構成などを聞いて一
人では薬は飲めないだろうといった情報などを地
域の調剤薬局につないでいった薬剤師に対して加
算されるのが、退院時薬剤情報管理指導料です。
さらに退院時薬剤情報連携加算では、薬剤師か
ら、例えば、急性期の短期間の入院中にその薬が
出た理由やその薬が減った理由を地域の調剤薬局
に文書で渡すと加算されます。これは地域包括ケ
ア病棟や回復期リハビリテーション病棟ではマル
メですが、DPC制度では出来高になります。つま
り、薬剤師の活動次第で加算されますので医療機
関にとっては非常に貴重な報酬となると思います
が、この加算のことを知らない薬剤師も少なくあ
りません。
薬剤総合評価調整加算は先ほどお話ししたとお
りです。連携充実加算は、外来化学療法を受ける
患者さんに対し、薬をもらう調剤薬局に化学療法
のレジメン（治療計画）を提供すると加算される
ものです。調剤薬局で化学療法を受けた患者さん
を指導してもらうのがねらいです。また、周術期
薬剤管理加算や術後疼痛管理チーム加算もあり、
これはオペ室の薬剤師が術後疼痛に寄与すること
で医師の負担軽減を図ることを目指しています。

かかりつけ医機能と医療提供体制

●外来機能報告
課題４は、「『かかりつけ医機能の充実・強化』
が及ぼす医療提供体制」です。地域医療構想の一
環として、外来機能報告が始まっています。地域
医療構想とは、具合が悪くなった患者さんを病院
がどのように役割分担して診ていくのかを決めて
いくものです。これまでは、具合が悪くなったら
急性期、治療が終わってリハビリが必要だったら
回復期、退院が難しかったら慢性期という役割分
担でした。専門的治療が必要な場合や退院直後で
の外来は急性期で、いわゆる大病院が担っていま
した。しかし今後は、日常的な診療はかかりつけ
医が担うという考え方になりました。基本的に、

定期処方はかかりつけ医という認識です。
外来機能報告とは、各医療機関の病棟がどうい
う役割かを報告する病院報告と同様に、外来でも
各病院がどういう機能を担っており、今後どうい
う外来機能を担う予定かを報告するもので、その
提出が始まっています。
外来機能報告には、大きく分けると、かかりつ
け医機能、紹介受診重点医療機関の２つがありま
す。紹介受診重点医療機関は、紹介患者さんを中
心に専門的な医療を行う外来で、患者さんの症状
が落ち着いたときには、かかりつけ医に逆紹介し
て戻します。それを行えば、2020年改定で設定さ
れた診療報酬により、今年秋から紹介実施予定の
紹介受診重点医療機関加算が算定できます。

●紹介受診重点医療機関のメリット
実際、私が顧問となっている医療機関でも、紹
介受診重点医療機関になるために逆紹介を開始し
て外来を縮小しているところがあります。そのこ
とで分かったことがありました。その医療機関に
は500人の外来患者さんがおり、客単価をシミュ
レートすると1000点未満が15％、つまり15％の外
来患者さんは1000点未満だったのです。診療報酬
点数は１科目100％ですが、多くの診療科がある総
合病院で患者さんが１日に複数の診療科を受診し
た場合、２科目は半額になり、３科目からの診察
代はゼロになって処方箋料しか取れません。処方
箋料は680円とか400円にしかならないのです。し
かし、そういう患者さんは、例えば、４科を受診
していれば４つのクリニックに逆紹介することが
できます。この仕組みを各クリニックが理解して、
急性期病院に自分のクリニックをアピールしたり、
急性期病院と連携したりしておくと、逆紹介の確
率はかなり高くなります。そして、それに伴い医
療機関の機能分化が促進されます。現在、75歳以
上、あるいは65歳以上といった一定の年齢の患者
さんに対し、かかりつけ医を持つことを義務づけ
ていこうと進めているところです。
かかりつけ医を浸透させ、外来機能を分化させ
ていくねらいは、患者さんの疾病だけを診るので
はなく、患者さんの生活環境までを把握できるか

2024年！第８次医療計画、トリプル改定と医薬品卸の対応講演３

23年9月_1.indd   3323年9月_1.indd   33 2023/09/07   10:032023/09/07   10:03

Vol.47 NO.9  (2023) 32 (532)

はならないところが増えており、逆に夕方６時な
どに、時間に余裕がある医師も結構出ているので
はないかと私は思っています。
ちなみに、私が本日打ち合わせを行った100床ぐ
らいの救急病院では常勤の医師８人のうち５人の
夜勤が始まるそうです。そのため、非常勤の医師
が日勤帯にどのように勤務すれば良いかというこ
とを話し合ってきました。ですから、医薬品卸の
皆さんも、今後の勤務体制について病院に聞いて
みると良いかもしれません。
この勤務医の労働時間短縮は、補助金を出して
進めており、2024年から本格的に始まります。そ
うなると、先ほどのＢやＣの適用医師が月の時間
外労働時間が100時間以上となりそうなときは、事
業所管理者が面接指導を行い、睡眠がとれている
かなど身体面での状態をきちんと把握して指導し
なければならないことになっています。ですから、
時間外労働が増えると、新たな面接を行って修正
していく手間がかかります。また、勤務シフトを
組んでいくに当たっての基本ルールもあります。
勤務医の労働時間短縮は連携ＢとＢ、Ｃの水準の
医師が適用対象で、Ａ水準適用の医師については
努力義務になります。
この基本ルールとは、始業から24時間以内に９
時間の連続した休息時間を確保すること、始業か
ら46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保
することです。ですから、それぞれの医療機関に

えてきている中で、とりわけ薬剤師に活躍してほ
しいと考えられているのです。
薬剤師に関する診療報酬は毎年増えています。
病棟薬剤業務実施加算や薬剤管理指導料、先ほど
の薬剤総合評価調整加算などです。ねらいは、医
師に処方提案をすることも含め、できるだけ薬剤
師に病棟へ来てもらって、持ち込み薬や看護師か
らの情報によって患者さんの状態を把握し、医師
へ処方を提案するということです。実際、病棟専
任の薬剤師が病棟薬剤業務を１病棟、または治療
室１週間につき20時間相当以上実施した場合に評
価する加算があります。
薬剤管理指導料は以前からありましたが、次回
の改定では、退院に関する退院時薬剤情報管理指
導料がさらに評価されるでしょう。高齢者の増加
によって再入院が増えています。退院するのは病
状が改善したからですが、実は病気が治ったわけ
ではなく自宅で療養していくことになります。し
かし、病院は退院後のことまで細かくケアできな
いことが少なくありません。そこで、退院後の在
宅療養でのフォロー体制をつくることに対する診
療報酬が考えられたのです。
薬剤師には薬剤管理指導という入院中の指導が
あり、退院時には退院時薬剤情報管理指導料もあ
ります。入院中の薬を記したお薬手帳の管理だけ
でなく、退院時に間違いなくその薬を飲めるよう
にするにはどうしたら良いかを考えて指導するこ

よって違うだけでなく、適用水準
の医師によっても違うので、急性
期病院内でも、基本ルールが適用
される医師と適用されない医師が
いることになります。

●病院薬剤師への主な評価
勤務医の働き方改革に向けては、
医師の時間外勤務を短縮するため
に、タスクシフトとタスクシェア
に対する評価が見直されました。
すなわち、医師でなくても行える
ことは多職種で担うという考え方
に転換しています。診療報酬が増 資料を示しながらわかりやすく解説する酒井氏
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とで得られる報酬です。例えば、入院中に薬を飲
みたがらなかったり、薬に対する理解が浅かった
りする患者さんに関し、家族構成などを聞いて一
人では薬は飲めないだろうといった情報などを地
域の調剤薬局につないでいった薬剤師に対して加
算されるのが、退院時薬剤情報管理指導料です。
さらに退院時薬剤情報連携加算では、薬剤師か
ら、例えば、急性期の短期間の入院中にその薬が
出た理由やその薬が減った理由を地域の調剤薬局
に文書で渡すと加算されます。これは地域包括ケ
ア病棟や回復期リハビリテーション病棟ではマル
メですが、DPC制度では出来高になります。つま
り、薬剤師の活動次第で加算されますので医療機
関にとっては非常に貴重な報酬となると思います
が、この加算のことを知らない薬剤師も少なくあ
りません。
薬剤総合評価調整加算は先ほどお話ししたとお
りです。連携充実加算は、外来化学療法を受ける
患者さんに対し、薬をもらう調剤薬局に化学療法
のレジメン（治療計画）を提供すると加算される
ものです。調剤薬局で化学療法を受けた患者さん
を指導してもらうのがねらいです。また、周術期
薬剤管理加算や術後疼痛管理チーム加算もあり、
これはオペ室の薬剤師が術後疼痛に寄与すること
で医師の負担軽減を図ることを目指しています。

かかりつけ医機能と医療提供体制

●外来機能報告
課題４は、「『かかりつけ医機能の充実・強化』
が及ぼす医療提供体制」です。地域医療構想の一
環として、外来機能報告が始まっています。地域
医療構想とは、具合が悪くなった患者さんを病院
がどのように役割分担して診ていくのかを決めて
いくものです。これまでは、具合が悪くなったら
急性期、治療が終わってリハビリが必要だったら
回復期、退院が難しかったら慢性期という役割分
担でした。専門的治療が必要な場合や退院直後で
の外来は急性期で、いわゆる大病院が担っていま
した。しかし今後は、日常的な診療はかかりつけ
医が担うという考え方になりました。基本的に、

定期処方はかかりつけ医という認識です。
外来機能報告とは、各医療機関の病棟がどうい
う役割かを報告する病院報告と同様に、外来でも
各病院がどういう機能を担っており、今後どうい
う外来機能を担う予定かを報告するもので、その
提出が始まっています。
外来機能報告には、大きく分けると、かかりつ
け医機能、紹介受診重点医療機関の２つがありま
す。紹介受診重点医療機関は、紹介患者さんを中
心に専門的な医療を行う外来で、患者さんの症状
が落ち着いたときには、かかりつけ医に逆紹介し
て戻します。それを行えば、2020年改定で設定さ
れた診療報酬により、今年秋から紹介実施予定の
紹介受診重点医療機関加算が算定できます。

●紹介受診重点医療機関のメリット
実際、私が顧問となっている医療機関でも、紹
介受診重点医療機関になるために逆紹介を開始し
て外来を縮小しているところがあります。そのこ
とで分かったことがありました。その医療機関に
は500人の外来患者さんがおり、客単価をシミュ
レートすると1000点未満が15％、つまり15％の外
来患者さんは1000点未満だったのです。診療報酬
点数は１科目100％ですが、多くの診療科がある総
合病院で患者さんが１日に複数の診療科を受診し
た場合、２科目は半額になり、３科目からの診察
代はゼロになって処方箋料しか取れません。処方
箋料は680円とか400円にしかならないのです。し
かし、そういう患者さんは、例えば、４科を受診
していれば４つのクリニックに逆紹介することが
できます。この仕組みを各クリニックが理解して、
急性期病院に自分のクリニックをアピールしたり、
急性期病院と連携したりしておくと、逆紹介の確
率はかなり高くなります。そして、それに伴い医
療機関の機能分化が促進されます。現在、75歳以
上、あるいは65歳以上といった一定の年齢の患者
さんに対し、かかりつけ医を持つことを義務づけ
ていこうと進めているところです。
かかりつけ医を浸透させ、外来機能を分化させ
ていくねらいは、患者さんの疾病だけを診るので
はなく、患者さんの生活環境までを把握できるか
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また、患者さんが一人暮らしでトイレに行けな
い可能性がある場合などは、地域包括ケアシステ
ムを支える病院や有床診療所に念のため入院させ
ます。そして、できる限り早い段階で、続きの治
療を在宅で行えるようにします。この続きの治療
を在宅で行うとなると、訪問看護ステーションに
ある程度、薬を置いておく必要があるでしょう。
今後、同時報酬改定へ向けた意見交換会で、どう
いう意見が出てくるかが注目されるところです。

●高齢者施設等における医療の拡大
課題７は、「高齢者施設、障害者施設等における
医療の拡大」です。すでに老健での治療が始まっ
ており、今後、軽症の治療は急性期病院ではなく
地域包括ケア病棟、さらに軽微の場合は老健で治
療するようになります。実際、肺炎や尿路感染症、
帯状疱疹、蜂窩織炎は老健で治療することを評価
されており、10日間475単位の療養費が出ます。具
合が悪いからといって病院への転院者が増えると、
在宅復帰率が下がります。その意味では、老健で
治療することがとても重要になってきます。いま
は肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎が対象
ですが、今後、対象疾患は増えていくのではない
かと考えています。
また、老健のショートステイという短期入所で
は疾病の縛りがありません。微熱や脱水等の処
置でも、１日275単位の総合医学管理加算があり
ます。要するに医療の流れが変わってきており、
ちょっとした疾病の治療はそのまま老健で、ある
いは特養で、となってくるでしょう。
そうなると、薬の在庫をどうするかが、老健の
悩ましい問題になっています。薬の在庫を多く置
いておけないし、常に同じ疾病が発生するわけで
はないからです。その点に関して、医薬品卸の皆
さんから提案いただければと思っています。

調剤薬局の24時間対応

課題８は、「調剤薬局の24時間対応」の評価です。
かかりつけ医報酬の中には地域包括診療料があり、
結構高額です。そのため算定したいという医療機

関はあるのですが、ネックになっているのが24時
間対応の調剤薬局の存在です。
例えば、病院が地域包括診療料を算定するには、
24時間対応の薬局に処方を出さなくてはなりませ
ん。もしくは、院内処方にしなければなりません。
実際、24時間対応調剤薬局が一番ネックになって
いるというデータがあり、私が顧問となっている
医療機関でも院内処方を考えているところがあり
ます。中でも、透析を行っている医療機関が真剣
に院内処方を考えています。というのは、地域包
括ケア病棟と回復期しかないので、薬剤管理指導
料が取れないからです。病棟薬剤の加算も取れま
せんので、院内処方に切り替えて、かかりつけ医
報酬を算定しようということになるわけです。在
庫管理の問題はあるものの、私はこういう医療機
関が増えていくのではないかと思っています。
以上、診療報酬や介護報酬の改定で、医療は変
わろうとしています。しかし、最初に申し上げた
とおり、コロナ禍に追われて正確な評価と意味合
いを理解していない医療機関は少なくないと思わ
れます。ですから、医薬品卸の皆さんにその情報
を提供していただけたらと思っています。そのよ
うなお願いをして、本日の話を終えさせていただ
きます。ご清聴、誠にありがとうございました。

医療機関からの相談も含め懸念される８つの課題を提示
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かりつけ医の機能に期待して、患者さんの病状が
できるだけ悪化しないようにすることなのです。
ですから私は、診療報酬は単なる収入増だけでな
く、患者さんにとってメリットのあることを推進
するためのものであり、その端的なものが、かか
りつけ医機能の診療報酬だと考えています。
かかりつけ医機能の診療報酬を算定するとその
機能を実行しなければならないので、かかりつけ
医機能はより浸透するようになります。例えば、
外来管理加算の要件を満たす診療を行うことで専
門医療機関への紹介につながります。外来管理加
算の算定には、患者さんに対して「きちんと高血
圧の薬を飲んでください」「他に気になる症状はな
いですか」など、声をかけなければなりません。
その結果、患者さんから膝がちょっと痛い、目が
見えづらくなったなどの話があった場合に専門医
療機関を紹介すると、早めの治療につながって完
治するかもしれません。専門医療機関に紹介して
治療した患者さんは、また戻ってくる可能性が高
いと思います。一方、専門医療機関を紹介しない
と、膝が痛い患者さんは自分で大きな病院を受診
してしまうかもしれませんし、そうなると内科も
その病院で診てもらうようになるかもしれません。
ですから、外来患者さんを減らさないためのヒ
ントは、実は機能分化強化の診療報酬にあるので
す。このことは、医師だけが知っておけば良いと
いうものではありません。看護師が患者さんに何
か気になるところはないかを聞くだけでも、違っ
てくるのです。こうした取り組みについても、医
薬品卸の皆さんが医療機関を訪問したときに情報
として伝えていただければと思っています。
繰り返しになりますが、機能分化強化を評価し
た診療報酬には、来院患者さんを減らさないため
のヒントがあるのです。

オンライン診療・地域医療・
介護施設医療

●医療と介護の複合ニーズ
課題５は、「オンライン診療の推進」です。2025
年に団塊の世代が75歳以上になり、今後、85歳以

上の高齢者が増えてきます。その85歳以上の高齢
者の要介護認定率は６割になっています。
介護認定を受けた人は、自ら医療機関に行けな
いような状態です。誰かに連れて行ってもらわな
ければならないため、毎月１回受診していたとこ
ろを３か月に１回しか受診できないようなことが
起こります。私の義理の母も、受診回数を３か月
に１回に減らしましたが、毎月医師に診てもらっ
たほうが良いと思っています。
そこで、ニーズが高まるのがオンライン診療で
す。オンライン診療であれば、自宅で診察が受け
られます。義母のかかりつけ医がオンライン診療
を行っていれば、私の在宅勤務時に義母を受診さ
せることができます。実は私も東京の皮膚科のオ
ンラインクリニックを受診しており、処方薬は福
岡で入手しています。とても便利です。
このような「成長戦略フォローアップ」はすで
に始まっています。例えば、オンライン診療がな
かなか受けられない高齢者向けには医療MaaSがあ
ります。訪問看護師が車で患者さんの自宅近くへ
行き、そこで看護師がオンライン診療につなぐと
いうものです。車には点滴や心電図、エコーなど
の医療機器が積まれていて、医師の指示の下で看
護師がエコーを使って情報を送ることができ、も
し患者さんに脱水症状が見られれば点滴治療を行
うこともできます。私の知っている事例では、高
知県の室戸岬近辺の病院で行っています。オンラ
イン診療で医師に処方箋を出してもらい、実際の
処方は自宅近くの薬局が行っています。薬局は医
療機関の隣でなくても構わない、という取り組み
が始まっているのです。

●2040年版地域医療構想の変化
課題６は、「2040年版地域医療構想の変化」です。
地域包括ケアシステムを水平的連携で支えるには、
急性期、回復期、慢性期という流れがあります。
水平的連携では、在宅の患者さんの具合が悪くな
ると24時間対応の訪問看護コールセンターなどに
連絡が入り、それを受けて看護師が訪問し、オン
ラインで医師につないで、食事が取れていなけれ
ば自宅で点滴などの処置をします。
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また、患者さんが一人暮らしでトイレに行けな
い可能性がある場合などは、地域包括ケアシステ
ムを支える病院や有床診療所に念のため入院させ
ます。そして、できる限り早い段階で、続きの治
療を在宅で行えるようにします。この続きの治療
を在宅で行うとなると、訪問看護ステーションに
ある程度、薬を置いておく必要があるでしょう。
今後、同時報酬改定へ向けた意見交換会で、どう
いう意見が出てくるかが注目されるところです。

●高齢者施設等における医療の拡大
課題７は、「高齢者施設、障害者施設等における
医療の拡大」です。すでに老健での治療が始まっ
ており、今後、軽症の治療は急性期病院ではなく
地域包括ケア病棟、さらに軽微の場合は老健で治
療するようになります。実際、肺炎や尿路感染症、
帯状疱疹、蜂窩織炎は老健で治療することを評価
されており、10日間475単位の療養費が出ます。具
合が悪いからといって病院への転院者が増えると、
在宅復帰率が下がります。その意味では、老健で
治療することがとても重要になってきます。いま
は肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎が対象
ですが、今後、対象疾患は増えていくのではない
かと考えています。
また、老健のショートステイという短期入所で
は疾病の縛りがありません。微熱や脱水等の処
置でも、１日275単位の総合医学管理加算があり
ます。要するに医療の流れが変わってきており、
ちょっとした疾病の治療はそのまま老健で、ある
いは特養で、となってくるでしょう。
そうなると、薬の在庫をどうするかが、老健の
悩ましい問題になっています。薬の在庫を多く置
いておけないし、常に同じ疾病が発生するわけで
はないからです。その点に関して、医薬品卸の皆
さんから提案いただければと思っています。

調剤薬局の24時間対応

課題８は、「調剤薬局の24時間対応」の評価です。
かかりつけ医報酬の中には地域包括診療料があり、
結構高額です。そのため算定したいという医療機

関はあるのですが、ネックになっているのが24時
間対応の調剤薬局の存在です。
例えば、病院が地域包括診療料を算定するには、
24時間対応の薬局に処方を出さなくてはなりませ
ん。もしくは、院内処方にしなければなりません。
実際、24時間対応調剤薬局が一番ネックになって
いるというデータがあり、私が顧問となっている
医療機関でも院内処方を考えているところがあり
ます。中でも、透析を行っている医療機関が真剣
に院内処方を考えています。というのは、地域包
括ケア病棟と回復期しかないので、薬剤管理指導
料が取れないからです。病棟薬剤の加算も取れま
せんので、院内処方に切り替えて、かかりつけ医
報酬を算定しようということになるわけです。在
庫管理の問題はあるものの、私はこういう医療機
関が増えていくのではないかと思っています。
以上、診療報酬や介護報酬の改定で、医療は変
わろうとしています。しかし、最初に申し上げた
とおり、コロナ禍に追われて正確な評価と意味合
いを理解していない医療機関は少なくないと思わ
れます。ですから、医薬品卸の皆さんにその情報
を提供していただけたらと思っています。そのよ
うなお願いをして、本日の話を終えさせていただ
きます。ご清聴、誠にありがとうございました。
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